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児
童
課 
☎
66
◆

1
1
0
8

み
や
・
に
し
う
ら
児
童
館

の
休
館
日
変
更

4
月
1
日
か
ら
、
み
や
、
に
し

う
ら
の
各
児
童
館
の
休
館
日
を
日

曜
日
に
変
更
し
ま
す
。

な
お
、
お
お
つ
か
、
が
ま
ご
お

り
、
し
お
つ
、
か
た
は
ら
の
各
児

童
館
は
従
来
ど
お
り
月
曜
休
館
で

す
。

4
月
1
日
か
ら
の
休
館
日

日
曜
休
館

み
や
、
ち
ゅ
う
ぶ
、
に
し
う
ら

の
各
児
童
館

月
曜
休
館

お
お
つ
か
、
が
ま
ご
お
り
、
し

お
つ
、
か
た
は
ら
の
各
児
童
館

消
防
本
部
予
防
課 

☎
68
◆

0
9
3
8

危
険
物
取
扱
者
試
験

資
格
区
分

　

一
般（
乙
種
全
類
・
丙
種
）

試
験
日　

4
月
23
日
㈰

試
験
会
場　

名
古
屋
市
内

申
込
・
問
合
先

　

3
月
20
日
㈪
〜
27
日
㈪
に
、
願

書（
消
防
本
部
、消
防
署
東
部
・

西
部
出
張
所
に
あ
り
ま
す
）を

直
接
ま
た
は
郵
送
で
、
消
防
試

験
研
究
セ
ン
タ
ー
愛
知
支
部

（
〒
461
―

0
0
1
1 

名
古
屋
市

東
区
白
壁
一
丁
目
50
番
地 

愛

知
県
白
壁
庁
舎
内 

☎
052
◆

962
◆

1
5
0
3
）へ
。

環
境
課 

☎
66
◆

1
1
2
1

子
犬
の
家
族
さ
が
し

動
物
保
護
管
理
セ
ン
タ
ー
で

は
、「
子
犬
の
家
族
さ
が
し
」と

し
て
、
子
犬
を
家
族
の
一
員
と
し

て
飼
育
し
て
い
た
だ
け
る
方
に
お

渡
し
し
て
い
ま
す
。「
子
犬
の
家

族
さ
が
し
」に
参
加
を
希
望
す
る

方
は
、事
前
に
予
約
が
必
要
で
す
。

実
施
日
に
つ
い
て
は
、
予
約
申

込
者
に
、
動
物
保
護
管
理
セ
ン

タ
ー
か
ら
連
絡
し
ま
す
。

対
象
者　

犬
を
飼
育
で
き
る
環
境

に
あ
り
、
家
族
の
一
員
と
し
て

終
生
飼
育
が
可
能
な
方
。

申
込
・
問
合
先　

愛
知
県
動
物
保

護
管
理
セ
ン
タ
ー
東
三
河
支
所

（
豊
橋
市
神
野
新
田
町
字
京
ノ

割
50

－

2 

☎
0
5
3
2
◆

33
◆

3
7
7
7
）

商
工
観
光
課 

☎
66
◆

1
1
1
9

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法

の
改
正

少
子
高
齢
化
社
会
の
進
行
に
よ

り
、
今
後
労
働
力
人
口
の
減
少
が

見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
高
年
齢

者
雇
用
安
定
法
が
改
正
さ
れ
、
65

歳
ま
で
の
雇
用
確
保
措
置
が
義
務

づ
け
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、

65
歳
未
満
の
定
年
を
定
め
て
い
る

事
業
者
は
、
4
月
1
日
か
ら
、
次

の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。

・
65
歳
ま
で
の
定
年
の
引
き
上
げ

・
65
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
制
度
の

導
入

・
定
年
の
定
め
の
廃
止

こ
の
年
齢
の
定
め
は
、
段
階
的

に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。
詳
し
く

は
、
蒲
郡
公
共
職
業
安
定
所
求
人

特
別
援
助
部
門（
☎
67
◆

８
６
０

９
）ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

税
務
課 

☎
66
◆

1
1
1
4

土
地
・
家
屋
価
格
等

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

と　

き　

4
月
3
日
㈪
〜
5
月
31

日
㈬（
土
・
日
・
祝
日
を
除

く
）

　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

と
こ
ろ　

税
務
課（
市
役
所
本
館

1
階
）

縦
覧
で
き
る
人

○
土
地
・
家
屋
の
固
定
資
産
税
納

税
者
お
よ
び
同
居
の
家
族

○
納
税
管
理
人

○
代
理
人（
委
任
状
が
必
要
で
す
。

法
人
の
場
合
は
、
代
表
者
印
を

押
印
し
て
く
だ
さ
い
。）

○
借
地
・
借
家
人（
借
地
・
借
家

契
約
書
な
ど
の
契
約
関
係
の
証

明
で
き
る
も
の
が
必
要
で
す
。

縦
覧
時
に
ご
持
参
く
だ
さ
い
。）

※
縦
覧
の
際
に
は
、
本
人
確
認
が

で
き
る
も
の（
運
転
免
許
証
や

住
基
カ
ー
ド
な
ど
の
写
真
付
き

身
分
証
明
書
）を
ご
持
参
く
だ

さ
い
。

安
全
安
心
課 

☎
66
◆

1
1
5
6

4
月
6
日
〜
15
日

春
の
交
通
安
全
市
民
運
動

新
入
園
・
入
学
の
季
節
と
な
り

ま
し
た
。
不
慣
れ
な
環
境
の
中
で

の
痛
ま
し
い
交
通
事
故
の
発
生
が

心
配
さ
れ
ま
す
。

皆
さ
ん
、
交
通
事
故
に
は
充
分

気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

重
点

○
子
ど
も
や
高
齢
者
を
交
通
事
故

か
ら
守
ろ
う

○
自
転
車
の
安
全
利
用
を
進
め
よ

う
○
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
・
チ
ャ
イ
ル
ド

シ
ー
ト
を
正
し
く
つ
け
よ
う

○
飲
酒
運
転
を
追
放
し
よ
う

名　称 と　き ところ 相談員 問合先

女
性
悩
み
ご
と
相
談

一　般 3月24日金・4月14日金
10：00～15：00 家庭児童相談室

（市役所新館2階）

愛知県
女性相談員 家庭児童

相談室
☎66◆1213子育て家庭 毎週月～金曜日

9：30～17：00
家庭児童
相談員

母子家庭等 毎週月・火・水曜日
9：30～17：00

児童課

母子自立
支援員 児童課

☎66◆1108
母子家庭就業 3月28日火、4月25日火

10：00～16：00
母子就業
相談員

育児不安 毎週月～金曜日
9：00～16：00

子育て支援センター
（みどり保育園内）

子育て支援センター
指導員

子育て支援
センター
☎67◆0022

お気軽にご相談ください
相談は無料。秘密厳守です。
場所●勤労福祉会館相談室
よろず相談
と　き 3月27日 月、4月10日 月
　　　　午前10時～午後3時
相談員 民生児童委員
法律相談（予約制）
と　き 4月7日 金・21日 金 午後1時～4時
※ 予約受付： 4月7日は3月27日 月、4月21日は4月10日

月からです。
相談員 弁護士

問合先 両方ともに　☎69◆3911

蒲郡市のホームページアドレス　http://www.city.gamagori.aichi.jp/ Eメールアドレス　info@city.gamagori.lg.jp


